
「「「転転転転転転転勤勤勤勤勤」のののののここここれれままままででででででで
　小学校のとき、担任の先生から突然、「ヤスエさんがお父さんの仕事の都合で東京に引っ越しする」と、クラスメ

イトの転校を告げられた。彼女はそういえば、「今住んでいる、お父さんの会社のシャタクが狭くて」といつもぼや

いていた。そして、「東京のおうちに戻れるの。でも、お母さんはパートを辞めなきゃいけないし、前のお引っ越しは

小学校に入学するときだったからいいけど、今度は学期の途中だから友だちできるかな」と、不安げに話していたの

を覚えている。あのときの彼女の言葉には、日本の、特に大手企業がふつうに行ってきた、転居を伴う広域での配置

転換である「転勤」という人事施策のありようが凝縮されていたということに、数十年の時を経て気が付いた。

　企業は、社員の転勤を円滑に行えるように各地に社宅を所有したり、借り上げ社宅を手配している。社員が自宅

を購入している場合、そこを離れて社宅に住む。家族帯同であれば、妻は仕事を辞め、学齢期の子どもは転校を余

儀なくされる。子の年齢がもっと高ければ、家族帯同をあきらめて、単身赴任を選択せざるを得ない。会社にも社

員にも大きな負担、コストがかかるにもかかわらず、日本企業と日本の会社員にとっては、転勤は、長期雇用を前提

とした日本型雇用システムと結びつき、要員計画上も人材育成上も、欠かせない仕組みだと認識されてきたのだ。

　転勤はなぜ必要なのか、なぜ社員は転勤を受け入れるのか。転勤という仕組みの位置づけと、それを日本企業

や日本の会社員がどのように受け止めてきたのか。本特集では国内の転勤に議論を絞り込み、これらを第１章

で俯瞰する。

でも、、、、、ここれからは？？
　では、今、そして未来に向けて、転勤という仕組みを本当に維持できるのか。それを問うのが、第2章である。

  「日本では、仮に“◯◯県に転勤”と辞令が下ったら、従業員はそれに従うんだよ」とインド系米国人の知人に話

したとき、彼は目を見開き、一言こう言った。「ワオ！」。多くの外国人の反応は、彼のようなものだろう。個人の意

向にかかわらぬ、会社側が権限を持つ配置転換を多くの国の人々は受け入れていないようだ。

　海外と日本では雇用環境も経営スタイルも異なるのだから、他国と違っているからといって直ちに否定するべ

きではないだろう。しかしながら、この仕組みが部分的にせよ機能不全に陥る状況が、既に起こっている。

　1つは働く側の価値観の変化だ。どんな仕事をするかのみならず、どこに住みたいか、家族とともに過ごす時間

をどれだけほしいかなど、自らの仕事や生活の主導権を自ら握ろうという人が一定数、出てきている。もう1つ

は、女性活躍推進の影響である。育児中の女性に転勤を命ずることには困難が伴うし、キャリアを積んできた女

性が配偶者の転勤に伴って退職するのでは育てた意味がない。さらに、介護を理由に転勤できない社員は今後

もっと増える。　社員の多様性が高まることによって、転勤という慣行を維持することはますます難しくなって

いくようだ。

　ごくありふれた現象であった転勤という仕組みをこのまま継続できるのか。あるいは何らかの見直しをするの

か。岐路に立つ転勤のゆくえを、皆さんと一緒に考えたい。Text ＝ 石原直子（30～32P）、入倉由理子（5P、12～13P、16～21P）、白谷輝英（6～9P、14～15P、22～23P、28～29P）、

瀬戸友子（9～11P、24～27P、33P）　Photo ＝ 鈴木慶子、平山諭　Illustration ＝ 寺嶋智教

特集

はじはじじじめにめにめめめめ ＿＿＿ ＿＿＿ 入倉由倉由倉由倉由理子（理子（理子理子理子理子理理 本誌編本誌編編誌編誌編編編集部）集部）集集部集集集部

長期雇用を前提

とした日本型雇用システムと結びつき、要員計画上も人材育成上も、欠かせない仕組みだと認識されてきたのだ。

社員の多様性が高まることによって、転勤という慣行を維持することはますます難しくなって

いくようだ
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 「日本では、正社員の解雇に対して

厳しい制限が課せられています。そ

の解雇に経営上の必要性があるか、

希望退職者の募集や配置転換など解

雇を回避する努力を尽くしたか、解

雇対象者の人選は合理的で公平か、

解雇の手続きは妥当か。基本的には、

これら『整理解雇の４要素』を満たさ

なければ、正社員を解雇できません。

そこで各企業は、業績低迷時に余剰人

員を抱え込むことを恐れ、人材の採

用数を絞り込む傾向にありました。

一方、高度成長期の企業は、新規事業

への進出や新拠点の設置といった事

業拡張に積極的でした。当然、さまざ

まな“フロンティア”で要員不足が発

生。それを補うのが転勤であり、恒常

的な残業だったのです」（山中氏）

　こうした背景があって、日本では

「企業は正社員の雇用をできる限り

維持する。その代わり、事業の状況に

合わせて正社員を異動させる権利を

持つ」という共通理解が確立された。

これは、企業側にとって労働力の適

正配置を実現できるというだけでな

く、労働者にとって就労の安定をも

たらすという効用があった。東亜ペ

イント事件の判例は、こうした「高度

成長期特有の事情」を後押しするも

のだったといえる。

　東亜ペイント事件では、企業側に

「業務上の必要性」があり、かつ労働

　企業には、従業員を転居を伴う配

置転換、すなわち転勤させる権利が

あるのか。労働関連の諸法にはこれ

に関する条文は、ない。転勤の有無は、

各社の就業規則で定めればよいこと

になっている。

　そして、企業の、従業員を転勤させ

る権利は、労働裁判においても、非常

に手厚く保護されている。最大の根

拠となっているのが1986年の「東亜

ペイント事件」の最高裁判例だ（次

ページ図参照）。これは、仕事を持つ

妻と幼い子ども、高齢の母と同居す

る男性が、転勤命令に応じなかった

がゆえに懲戒解雇されたことに対し

て訴訟を起こした事件だ。最高裁は、

男性が転勤によって被る不利益を

「通常甘受すべき程度」と判断し、懲

戒解雇を有効とした。

　なぜ、日本企業には従業員を転勤

させる権利が認められているのか。

「背景は高度成長期に完成した雇用

制度」だと、人事労務分野に詳しい

弁護士の山中健児氏は指摘する。

転勤という施策の歴史、
目的と効果を振り返る

なぜ、企業には従業員を転勤させる権利があるのか

こ　れ　ま　で第 1 章

日本企業において転勤という人事施策が根づき、継続されてきたその背景をまずは明らかにする。
そのうえで、現在起こりつつある諸問題にも触れておきたい。

Yamanaka Kenji_ 弁護士。石嵜・山中総合法律事務所代表パートナーとしてさまざまな顧問
先企業への助言・法廷活動を行うかたわら、専修大学法科大学院客員教授、中央大学大学院戦
略経営研究科客員教授、大阪大学大学院高等司法研究科招へい教授なども務める。

山中健児氏

終身雇用と高度成長が
強い転勤命令権を生む

従業員が転勤を
拒むのは難しい

転勤に関する判例法理となった「東亜ペイント事件」（最高裁昭和61年7月14日判決）

昭和40年入社の大卒社員に対して、昭和48年になされた神戸営業所から名古屋営業所への転勤拒否を

理由とする懲戒解雇の効力が争われた。

「当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合、または業務上の必要性が存する場合であっても、

当該転勤命令がほかの不当な動機・目的をもってなされたものであるとき、もしくは労働者に対し通常

甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限

り」権利濫用は成立せず、また、業務上の必要性については、「企業の合理的運営に寄与する点」が認

められれば足りるとした。

本件では、業務上の必要性は優に存し、転勤が労働者に与える家庭生活上の不利益も「転勤に伴い通常

甘受すべき程度のもの」であるとの判断から権利濫用の成立を否定し、原審に差し戻した。

【事案】

【争点】

【判判決】決決決決決決決

出典：山中氏資料より作成
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者側に「通常甘受すべき程度を著し

く超える不利益」がなければ、転勤

命令は妥当だと認められた。具体的

にはどういうことなのか。

 「従業員を退職に追い込むために出

された転勤命令など『不当な動機・

目的』に該当しない限り、ほとんどの

転勤命令は『業務上の必要性』があ

ると見なされます。たとえば、ある地

域で人員が足りないとか、従業員の

育成のため、業務の円滑な運営のた

め、といった理由で十分なのです。一

方、労働者側が『通常甘受すべき程

度を著しく超える不利益』に該当す

るのは、要介護状態にある肉親の介

護や、重い病気の子どもを、その地で

養育する必要があるなど、ごく一部

のケースに限られます」（山中氏）

　つまり、下の図にあるように、ほ

とんどの場合では転勤命令が有効

とされる。就業規則に「会社は必要

に応じて転勤を命ずることがある」

と書かれており、それに従わない場

合には、最も重くて懲戒解雇などの

処分が十分にあり得る。会社からの

転勤の辞令を蹴るとなったら、従業

員は退社を覚悟する必要がある。

 「転勤したくないからといって、で

は辞めて別の会社に勤めます、とい

うのは、外部労働市場があまり発達

していない日本では非常に大きな

リスクです。それを考えると、ほと

んどの人は会社から転勤を迫られ

るとノーと言えない状況なのでは

ないかと思います」（山中氏）

　ただし、時代は変わりつつある。

　転勤という慣行が一般化したのは

高度成長期だ。当時は新事業が次々

と生まれ、成果を挙げた従業員によ

り高い地位を提供できる環境があっ

た。従業員の側も、転勤を受け入れる

ことで昇進・昇給という利益を得る

ことが期待できた。「ところが今は、

事業を拡大する企業より、縮小する

ほうが目立つ時代です。たとえば、不

採算拠点が閉鎖されて他地域への

転勤を強いられるなど、労働者が望

まない配置転換も少なくありませ

ん。こうした事例が増えると、現在の

仕組みに対する見直し論が高まる

可能性があります」（山中氏）

　さらに、「通常甘受すべき程度を

著しく超える不利益」の線引きも変

わってきている。

 「2002年に育児・介護休業法第26条

が改正され、事業主は、労働者を転勤

させようとするときには、育児や介護

が困難となる労働者について、その

育児または介護の状況に配慮しなけ

ればならないと定められました。こ

れは、育児や介護をしている社員へ

の転勤を禁止するものではありませ

んが、今後は、能力の高い人材を確

保するという観点からも、労働者側

に生じているライフイベントをまっ

たく考慮しない転勤命令は出しづら

くなるでしょう」（山中氏）

　これまでの日本では、雇用を守る

代わりに、企業に強力な転勤命令権

が認められてきた。「しかし、経済が

成熟期に入り、高齢化と若年労働力

の不足、さらにはそれに伴う介護・

育児問題が深刻化している今、企業

と正社員のパワーバランスは変わ

りつつあるのです」（山中氏）

　前項では、日本では、企業が従業員

を転勤させる権利が保護されている、

という法理を確認した。ここでは、企

業の現場の実情に迫る。企業は、転勤

についてどのような目的を付託し、ど

のように継続してきたのだろうか。

　人事部にとって、人事異動は極めて

エネルギーを注ぐ業務の１つだ。転勤

を含む人事異動については、多くの企

業の場合、社員の個別の事情にも一定

の配慮をしている。「特に転居を伴う

異動は、個人の生活への影響が大きい

ので、かなりきめ細かく調整していま

す」。こう語るのは、神戸大学教授の

平野光俊氏だ。前職のイオン時代に

は、年２回の定期異動を取り仕切っ

た経験もある。当時は５人の人事ス

タッフで、近畿エリアの40店舗、2500

名の人事異動の起案、調整、発令業務

を管轄していたという。

　平野氏の経験では、異動計画の策

定にあたっては、あらゆる人事情報

を集約して活用していた。自己申告

書や人事面談の内容はもとより、各

店舗を巡って店長からヒアリングす

るほか、40店舗を横並びで知る商品

部からの評価も参考にした。

　家族の状況から上司との相性まで

斟酌しつつ、一人ひとりの名前を書

いた付箋を組織図に貼り出しなが

ら、全体の絵を組み上げていく。まさ

しく手作りの世界だ。

　大型店舗が新規開店するときは、

数十人分のポストが新たに発生す

る。１人を動かすと、その空いたポス

トにまた別の誰かを連れてこなくて

はならないため、玉突き異動も増え

てくる。結果的に、新店でのポスト

を埋めるために、その３～４倍もの

なぜ、日本企業には転勤が必要なのか

経済が成熟期に入り
労使のバランスも変化

異動には
細心の気遣いが必要

●転勤における企業の「権利の濫用」の判断基準

労働力の適正配置・業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意
欲の高揚、業務運営の円滑化など、企業の合理的運営に寄与する
異動が余人をもって代え難いといった「高度の必要性」に限定
しない

※業務上の必要性があっても、実際には退職勧奨を目的とするなど、その転勤命令がほかの不当な動機・目的をもってなされたものであるときには、「権利の濫用」になる。

子どもの教育などの事情で単身赴任を余儀なくされる
家を購入したばかりである
夫婦帯同のため、共稼ぎ夫婦のどちらかが退職を余儀なくされる
通勤時間の長時間化による育児への支障　など

要介護状態にある老親の介護の負担
転居が困難な病気の子どもの養育が必要　など

【転勤命令有効】 【転勤命令有効】

【転勤命令無効】

【使用者側】
業務上の必要性の有無

→「→「→ 定期定期定定 異動異動」に」についついて、て、
業務業務務上の上の必要必要必 性が性が否定否定されされさささ るこることはと ほととんどんどないない

→か→かなりなりの程の程度の度の「不「 利益益」が」がなけなけなな ればれば、
労働労働者の者の主張主張が認が認めらめられなれないい

【労働者側】
通常甘受すべき程度を著しく超える不利益の有無

8 No.134 Feb. ---  Mar. 2016 9No.134Feb. ---  Mar. 2016



者側に「通常甘受すべき程度を著し

く超える不利益」がなければ、転勤

命令は妥当だと認められた。具体的

にはどういうことなのか。

 「従業員を退職に追い込むために出

された転勤命令など『不当な動機・

目的』に該当しない限り、ほとんどの

転勤命令は『業務上の必要性』があ

ると見なされます。たとえば、ある地

域で人員が足りないとか、従業員の

育成のため、業務の円滑な運営のた

め、といった理由で十分なのです。一

方、労働者側が『通常甘受すべき程

度を著しく超える不利益』に該当す

るのは、要介護状態にある肉親の介

護や、重い病気の子どもを、その地で

養育する必要があるなど、ごく一部

のケースに限られます」（山中氏）

　つまり、下の図にあるように、ほ

とんどの場合では転勤命令が有効

とされる。就業規則に「会社は必要

に応じて転勤を命ずることがある」

と書かれており、それに従わない場

合には、最も重くて懲戒解雇などの

処分が十分にあり得る。会社からの

転勤の辞令を蹴るとなったら、従業

員は退社を覚悟する必要がある。

 「転勤したくないからといって、で

は辞めて別の会社に勤めます、とい

うのは、外部労働市場があまり発達

していない日本では非常に大きな

リスクです。それを考えると、ほと

んどの人は会社から転勤を迫られ

るとノーと言えない状況なのでは

ないかと思います」（山中氏）

　ただし、時代は変わりつつある。

　転勤という慣行が一般化したのは

高度成長期だ。当時は新事業が次々

と生まれ、成果を挙げた従業員によ

り高い地位を提供できる環境があっ

た。従業員の側も、転勤を受け入れる

ことで昇進・昇給という利益を得る

ことが期待できた。「ところが今は、

事業を拡大する企業より、縮小する

ほうが目立つ時代です。たとえば、不

採算拠点が閉鎖されて他地域への

転勤を強いられるなど、労働者が望

まない配置転換も少なくありませ

ん。こうした事例が増えると、現在の

仕組みに対する見直し論が高まる

可能性があります」（山中氏）

　さらに、「通常甘受すべき程度を

著しく超える不利益」の線引きも変

わってきている。

 「2002年に育児・介護休業法第26条

が改正され、事業主は、労働者を転勤

させようとするときには、育児や介護

が困難となる労働者について、その

育児または介護の状況に配慮しなけ

ればならないと定められました。こ

れは、育児や介護をしている社員へ

の転勤を禁止するものではありませ

んが、今後は、能力の高い人材を確

保するという観点からも、労働者側

に生じているライフイベントをまっ

たく考慮しない転勤命令は出しづら

くなるでしょう」（山中氏）

　これまでの日本では、雇用を守る

代わりに、企業に強力な転勤命令権

が認められてきた。「しかし、経済が

成熟期に入り、高齢化と若年労働力

の不足、さらにはそれに伴う介護・

育児問題が深刻化している今、企業

と正社員のパワーバランスは変わ

りつつあるのです」（山中氏）

　前項では、日本では、企業が従業員

を転勤させる権利が保護されている、

という法理を確認した。ここでは、企

業の現場の実情に迫る。企業は、転勤

についてどのような目的を付託し、ど

のように継続してきたのだろうか。

　人事部にとって、人事異動は極めて

エネルギーを注ぐ業務の１つだ。転勤

を含む人事異動については、多くの企

業の場合、社員の個別の事情にも一定

の配慮をしている。「特に転居を伴う

異動は、個人の生活への影響が大きい

ので、かなりきめ細かく調整していま

す」。こう語るのは、神戸大学教授の

平野光俊氏だ。前職のイオン時代に

は、年２回の定期異動を取り仕切っ

た経験もある。当時は５人の人事ス

タッフで、近畿エリアの40店舗、2500

名の人事異動の起案、調整、発令業務

を管轄していたという。

　平野氏の経験では、異動計画の策

定にあたっては、あらゆる人事情報

を集約して活用していた。自己申告

書や人事面談の内容はもとより、各

店舗を巡って店長からヒアリングす

るほか、40店舗を横並びで知る商品

部からの評価も参考にした。

　家族の状況から上司との相性まで

斟酌しつつ、一人ひとりの名前を書

いた付箋を組織図に貼り出しなが

ら、全体の絵を組み上げていく。まさ

しく手作りの世界だ。

　大型店舗が新規開店するときは、

数十人分のポストが新たに発生す

る。１人を動かすと、その空いたポス

トにまた別の誰かを連れてこなくて

はならないため、玉突き異動も増え

てくる。結果的に、新店でのポスト

を埋めるために、その３～４倍もの

なぜ、日本企業には転勤が必要なのか

経済が成熟期に入り
労使のバランスも変化

異動には
細心の気遣いが必要

●転勤における企業の「権利の濫用」の判断基準

労働力の適正配置・業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意
欲の高揚、業務運営の円滑化など、企業の合理的運営に寄与する
異動が余人をもって代え難いといった「高度の必要性」に限定
しない

※業務上の必要性があっても、実際には退職勧奨を目的とするなど、その転勤命令がほかの不当な動機・目的をもってなされたものであるときには、「権利の濫用」になる。

子どもの教育などの事情で単身赴任を余儀なくされる
家を購入したばかりである
夫婦帯同のため、共稼ぎ夫婦のどちらかが退職を余儀なくされる
通勤時間の長時間化による育児への支障　など

要介護状態にある老親の介護の負担
転居が困難な病気の子どもの養育が必要　など

【転勤命令有効】 【転勤命令有効】

【転勤命令無効】

【使用者側】
業務上の必要性の有無

→「→「→ 定期定期定定 異動異動」に」についついて、て、
業務業務務上の上の必要必要必 性が性が否定否定されされさささ るこることはと ほととんどんどないない

→か→かなりなりの程の程度の度の「不「 利益益」が」がなけなけなな ればれば、
労働労働者の者の主張主張が認が認めらめられなれないい

【労働者側】
通常甘受すべき程度を著しく超える不利益の有無

8 No.134 Feb. ---  Mar. 2016 9No.134Feb. ---  Mar. 2016



 「当初の計画通り売上が伸びなくて

も、欧米小売企業は、一度つくった計

画を途中で大幅に変更することはま

ずありません。少なくとも期末までは

そのまま進めます。つまり、後戻りする

ことがありません。一方、日本の小売

業は、変動条件に柔軟に対応して、計

画そのものを見直そうとする。その際

に、本部と現場、あるいは現場間とで緻

密な調整が行われるのです」（平野氏）

　店舗と商品部、工場と営業企画部

など、部門間に強い補完関係があり、

業務上の擦り合わせが多く行われる

のであれば、昇進前に現場の特定の

部門の経験をさせることにも、一定

の合理性があると考えられる。

　３点目が、新しい場所で新しい仕事

に挑戦させることによってモチベー

ション維持を図ることだ。ラルフ・

カッツは「職務寿命（Job longevity）」

という考え方を提唱し、同一職務に従

事する期間が長いほど、仕事への満足

度が下がることを明らかにした。

　仕事のマンネリ化を避けるには、

定期的に職務やともに働く人が変わ

るジョブローテーションは、有効な

のだ。役割や人間関係に加えて働く

場所が変わる転勤は、よりその効果

が大きいといわれてきた。また、金融

機関などでは、不正防止の観点から

も定期的な異動を行っている。

　日本企業が転勤に最も期待するこ

とは、２番目の人材育成効果だ。「異

動は人を成長させる機会だ」と平野

氏は言う。「長期雇用を前提とする日

本型雇用システムの下では、社員全

員に成長してもらわなければ、企業

の持続的な成長は難しい。欧米企業

のように一部のエリートだけに成長

の機会を与え、企業の将来を託すわ

けにはいかないのです」

　企業内には、特定のエリア、特定の

職務でしか経験できない仕事は意外

に多い。メーカーでは、次代を見据え

た研究は、中央研究所で行われてい

る。最新鋭の生産設備は国内で１カ所

にしか備えていない。また、経営の意

思決定を間近で見られる仕事は本社

に集中しているのも当然だ。もしも

ローテーションがなければ、こうした

ポストは、その地域にいる特定の人材

に占有されることになる。転勤が可能

であれば、成長可能性の大きな仕事

を、多くの社員に経験させることがで

きる、と日本企業は考えてきた。

　こうして振り返ると、日本企業の

転勤政策が、一定の効果を挙げてき

たのは事実である。一方で、転勤のデ

メリットも無視できない。

　ワークライフバランスやダイバー

シティの観点からは、企業の転勤政策

と個人の生活のあり方に不調和が生

じてきているのは明白だ。企業にとっ

ても、社宅の確保、引っ越しの手配、旅

費や赴任手当の支給など、多大なコス

ト負担を強いられる。

 「転勤は、個人にとっても企業に

とっても、コストなのです。これまで機

能してきたからといって、転勤という

施策を無批判に踏襲するべきではあ

りません」（平野氏）

　平野氏は「何が必要なのか、どれだ

け効果を挙げているのか、検証を重

ねていくことが重要」だという。

　転勤を継続するのか、廃止するの

か、あるいは新しい方針を打ち出す

のか。次項では、転勤を活用する２社

に、転勤の必要性をより具体的に

語ってもらった。そのなかにも、「検

証」の機運が垣間見える。転勤とい

う施策を、虚心坦懐に見つめ直す時

期に来ているといえよう。

人が動くことになる。

 「異動案を策定すると、次は現場と

の細かな調整です。『この人は手放し

たくない』『あと半年待ってほしい』

など、現場のニーズと齟齬が生じる

場合は、個別に店長や事業部長と交

渉していきます。どこまでやるかは

企業によって異なりますが、ライン

へのヒアリングなど、丁寧に人事情

報を集めて対応している企業は少な

くないでしょう」（平野氏）

　これほどの時間と手間をかけて

まで転勤を続けてきたのは、「企業

にとって合理的な理由があるから」

だと平野氏は説明する。企業が転勤

を行う目的として、主に以下の３点

を挙げている。

　１つは、転勤が人材の需給調整機

能を担っているからだ。たとえば新

店舗のオープンにあたり、店長を選

ばなくてはならないとき、近隣店舗

から人を動かせるとは限らない。重

要なポジションであればあるほど、

エリアを超えて最適な候補者を選

び、転勤してもらうケースが増える。

　特に要員計画が難しいのは小売業

をはじめ、全国で多拠点展開しなが

ら、スクラップ・アンド・ビルドが頻

繁に行われるような業態だ。自宅か

ら通える範囲でしか異動させられな

い社員ばかりでは、事業環境の変化

に柔軟に対応できなくなる。

　ただし、業種特性による違いもあ

る。私鉄のように鉄道路線で地域密着

型の開発事業を行う会社や、小売業で

もドミナント出店を戦略的に行って

いる場合は、転勤を前提としない要

員計画を立てる会社もある。

　第２に、ジョブローテーションに

よる能力開発を目指すというもの。

複数の職場や業務を経験すること

で、事業や経営にかかわる総合的な

知識や多様な視点を養うためだ。

　ある小売業では、新入社員は全員

店舗に配属し、ある製造業では、新人

は必ず製造現場や営業の第一線での

経験を積むなど、企業によって伝統

的に踏襲されてきた「不文律として

のキャリアパス」も存在する。

　こうしたクロスファンクション型の

「横移動」が多いのも、日本企業の特

質だ。分業体制が厳格で計画と実行

が分離している欧米企業では、トップ

ダウンの命令ないし標準化で事業が

進んでいくが、日本企業は現場と本部

の「擦り合わせ」のなかで業務を進め

ていくため、横のネットワークを持っ

ていることの重要性が強調される。

Hirano Mitsutoshi_神戸大学経営学研究科教授。大学卒業後、ジャスコ（現イオン）入社。近畿
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そのなかで、働き方の選択肢が１

つしかないのでは機能不全が起こ

り得ます。時間や働く場所を選択で

きる複線的な働き方を許容する制

度を整備する時期に来ていると思

います」（豊田氏）

　社員区分を総合職に一本化してい

る富士通では、社員全員に転勤の可

能性があるが、「職種によって実際に

転勤する人数は異なります」と、豊田

建氏は話す。「営業やコーポレートス

タッフは基本的に３年から４年で異

動し、そのうちの何度かは他地域に

転勤するのが一般的です。一方、SE

やハードウェアのエンジニアはそれ

ほど多くありません」（豊田氏）。転勤

の目的は、顧客の事情によるSE以外

は、基本的に人材育成だという。「営

業の場合、首都圏勤務だと大口顧客

を１社担当することがほとんど。す

ると、できる経験は深くても狭い。一

方、地方拠点では、基本的にその地域

の複数顧客を担当することになるた

め、幅が圧倒的に広がります」と言

う。コーポレートスタッフも同様だ。

「たとえば人事スタッフが、地方支社

やグループ会社に転勤・出向すると、

総務や経理なども兼任することがあ

り、また、規模の小さい企業や拠点で

あれば、部長の任に就くなど職責も

上がります。こうした経験は確実に

成長につながっています」（豊田氏）

　富士通では、「優秀な人材こそ動か

す」という。「成長とは新しいこと、知

らないことと出合うこと。転勤に

よって新しい職務、職責、地域特性と

出合うことが重要です。転勤には相

応のコストがかかります。育成を促

す“投資”だからこそ、伸びてほしい

人材にその機会を与えるのです」（豊

田氏）。人材育成の効果を最大化する

ために、営業部門ではローテーショ

ン委員会を定期的に開催する。「この

職務が長いから、別のこんな経験を

積ませたほうがいい」という会話が、

常にそこでなされている。

　ほかの多くの日本企業と同様、転

勤はあくまでも業務命令であるが、

社員の個別の事情に配慮する努力

はしている。上司との対話を事前に

実施することで、辞令後に転勤を断

るケースはほぼ起きていない。し

かし、「転勤させにくい状況も確か

に出てきている」と豊田氏は明か

す。「社内調査により、５年以内に40

歳以上の社員の４人に１人が親の

介護のためフルタイムで働けなくな

る可能性があると試算しています。

　全国に約2400人のMRを擁する

アステラス製薬。MRが所属する営

業本部では、年２回の定期異動で、

約300人から400人に異動が発令さ

れ、そのうちの約７割が「転勤」だと

いう。「MRは採用時に全国転勤があ

ることを確認しています。転勤は組

織の活性化にとって不可欠です」と

説明するのは、岡本衛氏だ。

　MRは最初の１年で顧客との信頼

関係を構築し、２年目でそれを実績に

つなげ、３年目にはそれを進化させ

る。ところが、４～５年目になると徐々

に活動内容が“固定化”してしまうと

いう。「同じ場所で同じ病院・医院を

担当し続けると、どうしても新しい挑

戦をしなくなる。得意な仕事や顧客

だけで実績をつくれるようになり、

逆に苦手な顧客は避ける。結果、営業

組織としての熱量が下がる。そのため、

顧客を変え、場所も変えて活性度を上

げることが重要なのです」（岡本氏）

　特に多様な地域への転勤が活きる

のは営業所長となる人材だ。「営業所

長には幅広い知識が必要です。さま

ざまな場所、顧客からの学びが営業所

長としての能力に結びついています」

と、熊谷裕輔氏は語る。「一人ひとりを

見れば、生涯いちMRで特定の顧客だ

けを相手にする、という働き方もでき

るかもしれません。しかし、転勤や異

動によって活性化と本人の成長を実

現している以上、組織として全員を

『転勤・異動させる』のが望ましいと考

えています」（熊谷氏）

　転勤が組織の前提であるだけに、

それを決める人事は、「一つひとつ

の異動について、その人にとっての

意味とビジネスにとっての意味を

説明できるよう熟慮を重ねる」（岡

本氏）という。具体的には、仕事や勤

務地の希望、家族の事情を自己申告

書に記入させ、上司や人事がそれを

把握する。それを勘案し、営業所長、

支店長、人事が定期異動の話し合い

をする。「たとえば介護中の人材な

ど、配慮を要する人材に対しては、

現在のところは人事部内で個別に対

応しています。ただし、今後は増加が

予測できますから、転勤回避の制度

を導入する必要性があると認識し

ています」（熊谷氏）

　前項で見てきたように、日本企業

が転勤という仕組みを幅広く活用し

てきた目的は主に、要員計画上の必

要性、人材育成、仕事のマンネリ化の

防止だった。ここでは営業、コーポ

レートスタッフを中心に転勤が多い

富士通と、転勤の中心はMRというア

ステラス製薬の2社に企業の転勤の

現状と考え方を聞いた。

転勤の目的と効果。企業のリアルとは　

転勤は「投資」
優秀な人材こそ動かす

富士通の場合

幅を広げ、高い職責をこなすことによる人材育成効果

転勤の意味を
説明できるよう熟慮

アステラス製薬の場合

顧客・場所を変えて組織の活性度を上げる

豊田 建氏
インテグレーションサービス人事部
統括部長

岡本 衛氏
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人材企画グループ　課長
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るケースはほぼ起きていない。し

かし、「転勤させにくい状況も確か

に出てきている」と豊田氏は明か

す。「社内調査により、５年以内に40

歳以上の社員の４人に１人が親の

介護のためフルタイムで働けなくな

る可能性があると試算しています。

　全国に約2400人のMRを擁する

アステラス製薬。MRが所属する営

業本部では、年２回の定期異動で、

約300人から400人に異動が発令さ

れ、そのうちの約７割が「転勤」だと

いう。「MRは採用時に全国転勤があ

ることを確認しています。転勤は組

織の活性化にとって不可欠です」と

説明するのは、岡本衛氏だ。

　MRは最初の１年で顧客との信頼

関係を構築し、２年目でそれを実績に

つなげ、３年目にはそれを進化させ

る。ところが、４～５年目になると徐々

に活動内容が“固定化”してしまうと

いう。「同じ場所で同じ病院・医院を
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熊谷裕輔氏
営業本部　人材開発部　
人材企画グループ　グループリーダー
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Co l umn  1

　転勤は、社員やその家族にとって大きな負担となる。そこ

で「常に全国転勤があり得る」という条件（すなわちリスク）

に対し、賃金を上乗せして報いる企業は多い。たとえば、「全

国転勤型社員」と「地域限定型社員」との間に担当する業務内

容の差がない場合、双方の給与差が「転勤プレミアム（割増

金）」というわけだ。

　転勤プレミアムが少なすぎれば、全国転勤型社員のモチ

ベーションは下がるかもしれない。逆に多すぎると、たとえ

ば全国転勤型なのに転勤経験の少ない人に対して、地域限定

型社員などから不満が出るといったことも考えられる。

　転勤プレミアムはどの程度が適切なのか。また、どのよう

な根拠で決められているのだろうか。社員を全国転勤型と

地域限定型にコース分けしている企業に聞いた。

　野村證券は2005年、全社員を全国転勤型の「総合職A（以

下A）」と地域限定型の「総合職B（以下B）」に再編した。

 「Bは基本的には旧一般職ですが、現在の制度においては、仕

事のレベルや責任は、AもBもまったく変わりません」と話す

のは人事部採用課課長の西村加奈子氏だ。

　Bの社員がAに移るのは自由。一方、AからBについては会

社側に配転権がなくなるため、育児や介護などの特別な事情

がある場合に認めている。

　では、その給与差はどうか。「月例給与で、BはAより10から

15％少ない金額が標準になっています。ただし、当社は『成果に

応じた報酬』を徹底しています。月例給与は毎年の実績に応じ

て増減しますが、その増減比率はAもBも同じですし、賞与に

いたっては、職位ごとの金額テーブルを使っており、AとBの間

に金額差は一切ないのです」（西村氏）。10～15％という「差」を

決めるにあたって最も重視したのは、「社員の納得感」だった。

 「A及びBの社員区分間の給与差を合理的に説明できる論理

は見つかりません。AB双方の社員のモチベーションや、それ

以前の給与較差など、丁寧に議論を重ねた結果、この水準に

落ち着きました」（西村氏）

　西村氏自身も、2002年に一般職として入社して制度導入

でBとなり、2014年には採用課課長になった。

「基本給の10から15％という差には、自分としてはとても納

得感があります」と話す。

 「AとBのどちらを選ぶかは、個人の判断に任されています。

転勤は、家庭を持つ社員にとって非常に大きな出来事。『転勤

しない生き方』を選択でき、環境が変わればBからAに転換で

きる権利をもらっているのですから、現在の給与差は十分妥

当だと思うのです」（西村氏）

　モスストアカンパニーは、モスバーガーを展開するモス

フードサービスの100％子会社で、全国約220店舗を擁する

最大のフランチャイジーだ。もともと東日本、西日本、北日本

の３地域で別々の法人だったが、2013年１月に合併して誕

生した。その際、全国転勤のある「N社員（Nationalの頭文字、

以下N）」、旧法人のエリアのみで転勤する「A社員（Areaの頭

文字、以下A）」、自宅から通える範囲の異動しかない「J社員

（Jitakuの頭文字、以下J）」という３つの社員区分を設定し

た。旧法人の営業エリア内で転勤のあるAが全社員の80％を

占め、Nは４％、Jは16％という比率だ。

 「飲食業には新規出店も撤退もありますし、人材不足感の強

い地域とそうでない地域の差も大きい。全国規模でそうした

調整をするために、N区分を設けたのです。一方、優秀では

あるものの家庭の事情などで転勤できない人とか、地元志

向の強い人も採用したいと考え、J区分を設置しました」と、

取締役 総合サポート部部長・田口学俊氏は説明する。

　同社では、社員の等級による基本給をベースとしている。

同等級ならNの基本給はAより10％高く、Jの基本給はAより

１万円低く設定した。「処遇に大きな差を付けるのは合理的

ではない」（田口氏）と同社では考える。それは、「たとえば、店

長職であれば、その職務は店舗の経営。社員区分が違っても、

同等級なら仕事の役割や責任は同じ」（田口氏）だからだ。

もちろん転勤が決まれば、赴任手当が出るし、社宅などの支

援制度もある。Nに対してはAやJに比べて基本賞与の係数を

高めるなど、モチベーションアップ策も講じている。そして、

不公平感をなくす最大のポイントは、N、A、J間の転換が基本

的に自由であることだ。「ベースにあるのは、社員自らの都

合、意思を大切にすることなのです」（田口氏）

　転勤に関する個人調査（16ページより詳細を掲載）によれば、

転勤する人としない人の給与を同じ水準にすべきだと考える

個人は４割弱。一方、転勤しない人の給与が１～２割低いのは

やむを得ないと考える人は約５割だった（上図参照）。個人の

「納得感」を考えれば、野村證券やモスストアカンパニーが設定

した転勤プレミアムは、的確な数字といえるのかもしれない。

転勤可能者の上乗せ賃金

「転勤プレミアム」はいくらが適切か （％）

転勤を受け入れる社員と
受け入れない社員との許容できる処遇の水準

同じ水準にすべき

１割程度低い水準でも
やむを得ない

２割程度低い水準でも
やむを得ない

３割程度低い
水準でも
やむを得ない

その他

38.0

12.4

0.8

16.8

32.0

「ずっと転勤していないのに、全国転勤型の賃金をもらっている」「転勤のリスクが常にあるのに給与が安い」……。
こんな不満が噴出しないように、どのくらい賃金をプラスすべきか。また、どのような決め方をすべきなのか。

野村證券の場合
10～15％の転勤プレミアムを設定

モスストアカンパニーの場合
全国転勤型社員の給与に 10％上乗せ

10～20％程度の転勤プレミアムなら
多くの人が納得しやすい水準

人事部採用課課長

西村加奈子氏

取締役　総合サポート部部長

田口学俊氏
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て、あるいは明示的に転勤が前提とな

る。「積極的」に転勤をしたいという

人は11.1％にすぎないが、「積極的で

はないが転勤を受け入れる」という

人が39.5％おり、合わせると約５割

が転勤を許容できると考えていた。こ

の数字は、「今後」では約10ポイント

減り、その代わり、「できれば転勤した

くない」「絶対に転勤したくない」の合

計が約14ポイントも増える（図３）。

　入社時はまだ若く、自らの成長も

キャリアも独力で想像するには限

界があるため、企業の采配に従うこと

が個人にとっても最善の選択にな

る。それが年を重ね、仕事の専門領域

が固まってくるのと同時に、家族を

持つなどの事情があれば、転勤を受

け入れ難くなるのは当然だ。

　10～11ページで見たように、転勤

のある企業では、主に要員計画上の必

要性、人材育成、仕事のマンネリ化の

防止といった理由で、転勤は必要であ

るという考え方である。働く個人は、

転勤というものをどのように受け止

めているのだろうか。これについて、

法政大学教授・武石恵美子氏らが

2015年に実施した「転勤の実態把握

に関する調査（個人調査）」をもとに明

らかにしたい（調査概要19ページ）。

　まずは異動と転勤の状況について

見てみよう（図１）。国内外の転勤を

経験している人は、約65％。勤務地

を限定しない総合職の場合、実際に

転勤が多くの人に適用されているこ

とがあらためて確認できる。一方で、

転勤を含めて異動をしたことがない

人が４分の１である。総合職は転勤前

提で「転勤プレミアム」が乗った給与

を得ているにもかかわらず、実際に

は転勤しない社員がいるということ

だ。これが不公平感につながってい

るという問題が、多くの企業で生じ

ている可能性があるだろう。

　転勤の赴任期間の明示はどうか

（図２）。転勤は転居を伴うため、本人

だけでなく、家族も含めた生活設計・

人生設計に大きな影響を及ぼす。単

身赴任するのか、それとも家族同伴

で行くのか。買った家、あるいは購入

予定の家をどうするのか。それらは転

勤期間が２年なのか、５年なのかに

よって大きく変わる。しかし、明示され

たと答えた人は13.5％にすぎない。目

安として示されていた人を含めても

３割に満たず、生活設計・人生設計を

立てようにも不安定要素が多すぎる

現状がうかがえる。

　そもそも個人は、転勤に対して前向

きなのだろうか。

　調査では、「入社時」と「今後」の両

方を聞いている。まず、入社時。新卒

で総合職として全国展開する大手企

業に入社する場合、暗黙の了解とし

1500人調査で見えてきた個人にとっての「転勤」

0 5 10 15 20 25 30

転勤に社員の希望
（時期、場所、期間など）を反映させる
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て、あるいは明示的に転勤が前提とな

る。「積極的」に転勤をしたいという

人は11.1％にすぎないが、「積極的で
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の数字は、「今後」では約10ポイント
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な回答が上回る。「異動」の効果への

肯定的な回答は各項目７～８割程度

あり、人材育成効果だけを見るので

あれば「異動で十分」というのが個人

のとらえ方だ。企業が期待する効果

と個人が実感する効果の間に「ミス

マッチ」が存在しているといえよう。

　前ページの「個人の本音」からも、

負担感の大きさが垣間見える。個人

の視点に立つならば、ミスマッチの

解消や負担感の軽減が求められる

ことは間違いない。

　とはいえ、先に山中氏が述べたよ

うに、個人に転勤を拒否する権利はほ

とんどない。受け入れざるを得ないと

すれば、個人はどのような配慮を望む

のか。図４を見ると、「転勤に社員の希

望（時期、場所、期間など）を反映させ

る」「子育てや介護などの個人的な事

情がある社員には、一時的に転勤を免

除する」「転勤は社員の同意を条件に

する」など、個人の希望や事情への対

応を求める傾向が強い。また、「専門

性を深める視点から異動を行う」とい

う回答も比較的多く、企業が考える人

材育成という目的が達成できる配置

転換であれば、従業員にとっても歓

迎すべきものになる可能性は高い。

　では、実際に転勤したときの昇進・

昇格、能力開発への影響を、個人はど

のようにとらえているのだろうか。

　昇進・昇格への影響でいえば、転居

を伴わない異動と転勤の間にはほと

んど差がないことがわかる（図５）。

異動・転勤によって役職が上がった

経験をしている人は、いずれも3割

程度である。12ページの富士通の例

のように、地方転勤によって職責が

大きくなることはあっても、役職や職

級そのものは必ずしも上がるわけで

はなさそうだ。

　特に興味深いのは、「異動・転勤に

よる効果」（図６）の結果である。企業

が転勤を必要とする理由の１つであ

る人材育成効果について、個人がど

のようにとらえているのかが如実に

わかる。「転勤による効果」では、確か

に、すべての項目において5割以上の

人が「そう思う」「どちらかというと

そう思う」と答えており、特に「いろ

いろな人材と仕事をする能力の獲

得」「幅広い人脈の構築」「変化への適

応力の獲得」といった幅広い意味で

の成長については、それぞれ６～７

割の人が肯定的にとらえている。

　しかし、これを「異動による効果」

と比較すると、すべての項目におい

て「異動による効果」のほうが肯定的

大きくなることはあっても、役職や職 人が「そう思う」「どちらかというと

個人の本音とは

転勤は６回で、頻繁にありました。子どもが小学校高学年になって

からはすべて単身赴任です。子どもの手が離れた後の転勤でも、妻

は東京に残りました。今さら馴染みのない土地についてこいとも言

えませんしね。結果的に家族との時間はあまりに少なく、帰任した

今も、子どもらは私とのコミュニケーションが苦手そうです。仕事

は充実していましたが、リタイア後、「家族と仲良く楽しい老後」と

なるかは、正直、自信が持てません（証券会社勤務・50代）

CASE1：家族との距離感が縮まらない

夫は全国に支店を持つ金融機関に勤務しているので、東京と各地を数

年ごとに行ったり来たりです。地方でも東京でも社宅住まいで家賃は

月1万円程度の負担と、会社にはよく面倒を見てもらっていますが、家

具も少しは入れ替えるし、引っ越しって結局コストがかかるんですよ。

何よりも、自分で住まいを選べないのはストレスです。うちには子ども

がいないので、行く先々で私もパートや派遣の仕事を見つけて働いてい

ますが、もう自分のキャリアなんて考えてもいませんよ（専業主婦・40代）

CASE2：引っ越しなどのコスト負担大
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上段は異動について

下段は転勤について

転勤による成長実感は
通常の異動時よりも低い

【調査概要】
中央大学教授、佐藤博樹氏が主宰する「ワーク・ライフ・バランス＆多様性推進・研究プロジェクト」に、メンバーである法政大学教授・武石恵美子氏が主査となって「転
勤研究会」が設置された。調査は2015年10月に、WEB上のインターネットモニターを通じて実施。分析対象は①正社員規模300人以上の企業に勤務、②現在の勤務先
で転居転勤の可能性がある、③30～49歳、④大卒以上、⑤転職経験がない新卒入社者、⑥医療、福祉、教育を除く全業種の条件に当てはまる1525人。
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図5

図6

上段は異動について

下段は転勤について

転勤による成長実感は
通常の異動時よりも低い

【調査概要】
中央大学教授、佐藤博樹氏が主宰する「ワーク・ライフ・バランス＆多様性推進・研究プロジェクト」に、メンバーである法政大学教授・武石恵美子氏が主査となって「転
勤研究会」が設置された。調査は2015年10月に、WEB上のインターネットモニターを通じて実施。分析対象は①正社員規模300人以上の企業に勤務、②現在の勤務先
で転居転勤の可能性がある、③30～49歳、④大卒以上、⑤転職経験がない新卒入社者、⑥医療、福祉、教育を除く全業種の条件に当てはまる1525人。
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転勤という仕組みに、
時代が変化を求めている

そ し て 、 今

　現時点で大企業といわれる企業の場合、その支店・支社

ネットワークは既に全国に行き渡っているだろう。少な

くとも「フロンティア＝これから開拓すべき新天地」はも

うない、という前提に立つのであれば、地域内で、転居

を伴わない範囲での人材需給調整や人材育成の方法を

模索すべきではないか。

　人材育成やマンネリ化の防止という目的に照らせば、

「必要」ということになるのかもしれない。しかし、これに

ついても前出の平野光俊氏は、「転居を伴う配置転換であ

る必要はないだろう。転勤で得たい効果は何かを検証す

れば、代替案は必ずある」と指摘する。効果の検証と、その

代替案の検討が、未来像を描く１つのポイントであろう。

もはや高度成長期ではない。
異なるエリアから人を動かす必要があるのか

　日本企業が多くの人材を転勤させてきたことは、成長

の機会という貴重な経験をすべての社員に公平に与える

べき、という思想があるからだ。一方で、同じ「公平性」の

発想ではあるが、「転勤という負担を一部の人に負わせる

わけにはいかないから、みんなに経験させたほうがいい」

とも考える。この２つの思想があいまって、「転勤できない

人は（成長機会がなくて）かわいそう」「（成長の機会も全

員が通過すべき負担も経験していないから）転勤してい

ない人は管理職にはなれない」という感覚が生じている。

　しかし、ここにも時代の変化はある。かつてほど全員が

昇進・昇格していくわけでもない。「専門職」としてのキャ

リアを、積極的に歩みたいと考える社員もいる。「すべて

の人を転勤させるのが公平」という前提は、もはや捨てて

よいのかもしれない。

今も、全員が転勤によって
幅広い職務・部門を経験すべき時代なのか

多様な社員を活かそうとすれば、転勤を減らしていくしかない

　組織の多様性は増している。この「多様性」には

さまざまな意味がある。

　1つ目は多様な「価値観」の社員の存在だ。17

ページのデータにもあったように、そもそも個人

は転勤に対してポジティブというわけでもない。

さらに企業は、若手を中心に地元志向・地域志向

が高まっているという実感があるという。15ペー

ジのモスストアカンパニーが自宅から通える「J社

員」を導入したことは、一定数いる地元志向・地域

志向を採りこぼしたくないと考えたためだ。

　また、女性という「属性」を持つ人が組織のなか

で活躍するようになり、転勤問題にも一石を投じ

ている。育児中の女性の転勤はやはり困難を伴う

し、本人ではなく配偶者の転勤もキャリアの断絶

につながりかねない。さらに、急速に増えている

のが介護をしながら働く「個別の事情」を抱える

社員だ。富士通が転勤に対して見直しを検討して

いる理由が、まさに「介護」である。

　転勤というリスクが前提となるならば、その企

業を選ばない、選べないという個人がじわじわと

増えている。転勤という仕組みが、今後は優秀な

人材の確保の壁になることは間違いない。

変わる時代の向こうにある、転勤の未来像とは？

次章でその解を模索したい。

　ここまで、日本企業の転勤という人事施策について振り返っ

てきた。読者諸兄はどのように感じられただろうか。転勤とい

う人事施策を実行している会社の人事であれば、企業側の権

利の大きさやその目的のありようなどには、一定の納得感を

持ったのではないか。

　あらためて総括すると、日本企業の転勤という人事施策が一

般化したのは高度成長期であった。主に戦後、東京や大阪など

１つのエリアで誕生、あるいは再興した企業が成長するプロセ

スで、各地に展開し、事業を多角化したとき、本社で経験を積ん

だ人材が多く転勤することになった。

　時を同じくして、長期雇用を前提とする日本型雇用も完成し

た。不況期であっても雇用調整を行わない日本企業にとって、

地域を超えて自由に人材を異動させることができる転勤とい

う仕組みは、なくてはならないものになった。また、それはジョ

ブローテーションによって幅広い経験をさせ、多様な職務、多

様な部門の知識・能力を有するゼネラリストを育てる人材育成

の思想や仕組みとも強固に結びついていた。これらが高度成長

期を過ぎて成熟期あるいは低迷期を迎えても、企業が転勤とい

う施策を継続してきた大きな理由であり、そこに合理性があっ

たことは言うまでもないだろう。

　その一方で、転勤を積極的に実施する企業も含め、第１章に

登場した多くの人が「見直すべき・検証すべきとき」が来ていると

指摘した。時代が変化したということだろう。変化の中身とは何

か。第２章で「転勤の未来像」を描く前に明らかにしておきたい。
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　前出の個人調査を主導した法政大

学教授・武石恵美子氏は、「転勤の課

題は、大きく分けて３つある」と指摘

する。「１つ目は、公平性の問題。社

員区分が同じで同期であっても、

ある人はずっと本社勤めなのに、別

の人は地方を転々としているのは珍

しくありません。一方で、公平性を保つ

ためにしなくてもいい人が転勤をし

ていることが、少なからずあります。

２つ目が、コスト。企業は転勤のコス

トの大きさを理解しながらも、受け

入れるべきものととらえているよう

です」（武石氏）

　３つ目は、ダイバーシティ推進にか

かわる問題だ。「多くの社員に転勤を

求めると、介護や育児中の人材を受

け入れられなくなってしまいます。

また、女性のなかには、転勤を避ける

ために管理職への昇進を拒否する人

もいます。女性管理職を増やそうとし

ている企業にとって、転勤制度は大き

なネックになるでしょう」（武石氏）

　こうした課題を踏まえ、武石氏は、

「まずは費用対効果の検証が必要」

と強調する。転勤に伴う各種手当の

支給額、社宅・寮の維持費など、企業

が負担する費用を算出し、転勤の効

果と比較検討すべきだという。「本

質的には、地域ネットワークなどの

社会資本との断絶や、ライフプランの

描きにくさなど、個人が負担するコ

ストも算出すべきですが、まずは転勤

の外形的なコストを算出するだけで

も、大きな前進でしょう」（武石氏）。

　では、転勤の効果はどのように見

極めるのか。「定量的には難しい」

（武石氏）というが、たとえば、役職

別の転勤歴の比較検討や、そこで得

た経験がどう役立ったかなど、定性

的に丁寧に検証してみる、といった

方法はあり得る。「全産業・企業に

共通する『望ましい転勤の仕組み』

を見つけるのは難しいかもしれませ

ん。でも、自社に合ったやり方は、あ

る程度見えてくるのではないでしょ

うか」（武石氏）

　今後の転勤施策は、どこに向かうべ

きか。武石氏は、「限定化」と「透明化・

可視化」が重要だと主張する。

 「まずは、転勤対象者や地理的な範囲

を限定すること。不公平感の是正や単

に昇格要件充足のための『水増し転

勤』は取りやめ、本当に転勤が必要な

ケースに絞ることが大切だと思いま

す。また、『赴任後○年で元の勤務地

に戻す』『最終勤務地を決める』な

ど転勤のルールを透明化し、人生設計

を立てやすくすることも必要でしょ

う」（武石氏）。その意味では、育児や

介護といった事情がある場合は転勤

させないなど、社員の事情に合わせて

対応する企業も徐々に出てきている。

　また、「転勤対象者に対する賃金プ

レミアムのありようも見直すべき」と、

武石氏は考える。14ページで見たよ

うに、転勤の可能性がある総合職は、

地域限定職より給料が高いのが一

般的だ。「転勤経験のない総合職にも

プレミアム賃金が支払われていれば、

それに対する地域限定職などからの

不満は当然です。その結果、不公平

感を是正するために不要な転勤を強

いることになる。転勤可能性の有無

で給与の差をつけるのではなく、実際

に転勤が発生した場合に給与額を上

げるというほうが、納得感が高いので

はないでしょうか」（武石氏）

転勤の未来像を描くために議論すべきこと

未来に機能する
転勤の仕組みをつくるには

有識者が考える

こ　れ　か　ら第 2 章

転勤という人事施策を見直すべきときがやってきた。では、どのような視点で見直すべきか。
既に見直しは始まっているのか。有識者が示す論点と、実際の企業の見直しの動きを紹介する。

Takeishi Emiko_ 法政大学キャリアデザイン学部教授。労働省（現厚生労働省）、東京大学助
教授、ニッセイ基礎研究所上席主任研究員を経て、2006年より現職。著書に『雇用システム
と女性のキャリア』（勁草書房）など。

武石恵美子氏

限定化、透明化により
よりよい制度を目指す

費用対効果を検証し、
転勤を限定的かつ透明な仕組みにせよ
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転勤の未来像を描くために議論すべきこと

未来に機能する
転勤の仕組みをつくるには

有識者が考える

こ　れ　か　ら第 2 章

転勤という人事施策を見直すべきときがやってきた。では、どのような視点で見直すべきか。
既に見直しは始まっているのか。有識者が示す論点と、実際の企業の見直しの動きを紹介する。

Takeishi Emiko_ 法政大学キャリアデザイン学部教授。労働省（現厚生労働省）、東京大学助
教授、ニッセイ基礎研究所上席主任研究員を経て、2006年より現職。著書に『雇用システム
と女性のキャリア』（勁草書房）など。

武石恵美子氏

限定化、透明化により
よりよい制度を目指す

費用対効果を検証し、
転勤を限定的かつ透明な仕組みにせよ
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　そんな時代には、人材育成のあり

方も従来とは異なる。過去に機能し

ていたジョブローテーションが、こ

の先育てたい人材の成長に資すると

は限らないからだ。「小売業の本社の

スタッフが現場を知ることが重要だ

としても、たとえば店舗経験が２年

も必要なのか。多様な市場や顧客を

知ることは大切ですが、そのことと

転勤させるコストを比較したのか。

転居しない範囲での異動にとどめた

り、遠隔地に行くなら応援や研修の

形で短期の派遣にはできないのか。

前提を取り払って柔軟に考えれば、

方法はあるはずです」（佐藤氏）

　異動政策全体を見直していくなか

で、単に順番だから、ローテーションだ

から、という理由での転勤や異動は、

削減することができるだろう。前出

の平野氏も指摘するように、目的と

合理性を徹底して検証していけば、

要員計画上、必要な異動や転勤も、人

数を最少化し、期間を短縮して期限

を決められるようになるはずだ。

　従来の日本では、雇用の維持と引き

替えに企業側が強力な人事権を有し

てきた。人材配置から個人の育成プ

ランまでを企業が主導し、個人は会

社の方針に従う形が主流だった。し

かし、個人の事情に応じた多様な働

き方や、会社任せではない自律的な

キャリア形成の実現が求められるな

かで、人事権の強さは、従来通り絶対

的なものなのかを考える必要がある。

 「なにも人事権を持ち続けるか、手放

すかといった二者択一の話ではあり

ません。現実に即して強弱は変えられ

るはず」と、佐藤氏は強調する。たとえ

ば、生活への影響が大きい転勤だけは

いきなり辞令を発令するのではなく、

まずはオファーを出して事前交渉の

場を設ける、といった人事権の「弱め

方」が考えられる。ほかにも、「子ども

が小学生のうちは転勤しない」など、本

人の転勤に関しての希望を優先する

ような仕組みは考えられないか。

　さらに進んで、転勤を完全に社内公

募にしてしまう手はないだろうか。手

当を厚くしたり、早めに昇進させるな

ど、プレミアムを大きくして転勤を受

け入れる動機付けにすることもでき

るかもしれない。これは、転勤に市場

原理を導入するということに近い。こ

れによって、特定のポストの「値段」が

わかるという副次的な効果もある。

　また、①入社10年目までと②それ

以降、さらに③管理職登用者の３つ、

つまりキャリア段階に応じて企業側

の人事権の強度を変化させる方法

もある。つまり、①の実務経験の浅い

若手のうちは会社が人事権を持ち、

転勤も含めた多様な仕事を経験させ

る。しかし、一通りの仕事を覚え、か

つ結婚や育児のようなライフイベン

トに直面する②の年代以降になる頃

には、本人の選択権を増やすのだ。さ

らに③の管理職に登用された層で

は、会社の戦略上の人材配置の権利

が再び優先し、必要な能力を持った

人を、世界中の必要なポストに配置

できるようにする。数が限られた管

理職では、異動という義務もセット

にするわけだ。

 「誰もが同じ働き方はできないし、そ

れは転勤できるかどうかというだけ

の問題ではありません。そもそも、会

社にコミットしてもらうとはどういう

ことか、あらためて考えたい。少なく

とも、異動や転勤の辞令に従順に応

じることではないはずです。それぞれ

の場所で能力を発揮し、よい仕事をし

てもらうこと。仕事を通じて貢献し

てもらえる環境を整えていくことが

大切です」（佐藤氏）

 「転勤は、特定の企業と特定の人に

しか関係のない、限定的な問題とも

いえるのです」。ダイバーシティ経営

やワーク・ライフ・バランスに関する

研究や提言も多い、人事管理を専門

とする中央大学教授・佐藤博樹氏は

そう指摘する。

　もちろん、転勤問題を軽視してい

るわけではない。転勤は本人のみな

らず、配偶者の仕事や子どもの教育、

親の介護などにもかかわる、社会的

に影響力の大きい問題である。

　ただし、転勤のある企業は、それほ

ど数が多いわけでもない。日本産業

界の多数を占める中堅・中小企業や、

規模は大きくても関東エリア限定と

いった地域ブロック型の企業では、

基本的に転勤は発生しない。あるい

は転勤のある企業でも、生産現場や

研究開発などの専門職のなかには、

転勤を経験しない社員もいる。転勤

は、必ずしもすべての企業、すべての

働く人の関心事とはいえない。

 「ところが１つ視座を上げて、“転勤”

ではなく、“異動”という枠組みでと

らえてみると、あらゆる企業、あらゆ

る社員の問題として共有できるよう

になります」（佐藤氏）。実際に、人材

需給の調整、人材育成、マンネリ化や

不正の防止などの「転勤を行う理由」

は、そのまま「異動を行う理由」にな

り得る。転勤を検証するとは、会社と

しての異動政策全体を見つめ直し、

今後の人材管理のあり方を考えてい

くことにほかならない。

 「異動という仕組みそのものに合理

的な理由があるのか、何を目的として

いて、代替手段はないのかなど、本質

的な議論を進めるべきです」（佐藤氏）

　その際に大切なのは、先入観や思

い込みからの脱却だ。

　たとえば、不正防止を目的とした

異動は、強制的に長期休暇を取らせ

ることで代替できないか。マンネリ

化防止が目的なら、担当職務の変更

などで対応できるかもしれない。そ

もそも最近は、同じ部署にいても、外

部環境や仕事内容が一変してしまう

ことも珍しくない。仕事のマンネリ

化どころか、実は環境変化への対応

に忙殺されている可能性さえある。

Sato Hiroki_中央大学大学院戦略経営研究科（ビジネススクール）教授。法政大学経営学部教授な
どを経て、1996年より東京大学社会科学研究所教授、2014年より現職。専門は人的資源管理。
内閣府の男女共同参画会議議員やワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議委員などを歴任。

佐藤博樹氏

転勤問題だけでなく
異動の政策を考える

思い込みからの脱却で
打つ手も広がる

人事権の強度を今後、
どの程度変えていくのか

転勤を試金石に、
人事思想や人事権のあり方を見つめ直すべき
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Sato Hiroki_中央大学大学院戦略経営研究科（ビジネススクール）教授。法政大学経営学部教授な
どを経て、1996年より東京大学社会科学研究所教授、2014年より現職。専門は人的資源管理。
内閣府の男女共同参画会議議員やワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議委員などを歴任。

佐藤博樹氏

転勤問題だけでなく
異動の政策を考える

思い込みからの脱却で
打つ手も広がる

人事権の強度を今後、
どの程度変えていくのか

転勤を試金石に、
人事思想や人事権のあり方を見つめ直すべき

24 No.134 Feb. ---  Mar. 2016 25No.134Feb. ---  Mar. 2016



 「そもそも、雇用とは“ローカル”なも 

の。基本的には、その地域における経

済活動に必要な人材は、その地域で

育てていく。そして、教育を受けた人

は、投資をしてもらった恩恵を、地域の

企業で働くことによって返していくと

いうのが、本来の姿です」（大久保）

　今のところ、日本企業では、全国転

勤可能な正社員が標準であり、地域

限定社員は補完的な人材群として

位置づけられている。この発想を逆

転するべきだ、というのが大久保の

主張だ。つまり、入社時点では全員が

地域限定社員となり、入社したエリ

ア内で働く。本人が希望する場合を

除き、会社都合で転勤を命じること

はない。

　ただし、一定のポスト以上の幹部

人材については、その会社の戦略実

現のための配置転換の権限を、会社

側が持てばよい。「ある人が、余人を

もって代え難い人材だというなら、

年齢を問わずエグゼクティブとして

抜擢し、ふさわしい報酬と職責を与

えて、世界中のどこにでも送り出せ

ばいい。本人が希望し、その能力が備

わっている人には、ビジネスリー

ダーとして、どんどん仕事を任せる

べきです」（大久保）

　こうすることによって、新しい人

材観や働き方の価値観も生まれる。

従来のように、全国転勤型を主流と

したままで地域限定社員制度をつく

ると、地域限定社員は、最初から全国

転勤型社員に劣後する人材である、

というレッテルを貼られてしまう。

だが、転勤できるか否かとその個人

の能力には相関があるわけではな

い。むしろ、現在は、こうしたレッテ

ル貼りがあるからこそ、なかなか優

秀な人材が地域限定社員になりたが

らない、と考えるべきである。

 「地域限定社員をスタンダードとす

るには、採用から切り替えていく必

要があります。支社や事業所など地

域ごとの採用を基本とするのです」

と、大久保は提案する。それぞれの地

域で、優秀な働き手を確保するため

には、地域で人が育つ環境が整備さ

れていることが前提だ。だからこそ、

支社長や事業所長には、組織のトッ

プの責任として、地域の教育にコ

ミットすることが求められる。地元

の大学と連携して講座を開いたり、イ

ンターンシップなど若者が就業体験

を積める機会を提供する。

　ローカルでの新規採用を進めると

同時に、既存社員の立場も地域限定

社員に切り替える。移行期間を設け、

３年くらいの間に一人ひとりが自分

の仕事と生活の本拠地を自分で決め

るよう促し、希望地で働けるような

配置を考案する必要があるだろう。

　これらを実現するための組織体制

として、本社機能の分割や移転も考え

られる。重要な機能を本社だけに集約

するのではなく、製造の本部機能や、

研究開発の本部機能を、各都市に分

散させるのだ。今やITを駆使すれば、

本社機能を分散させるうえで、地理

的な制約はほぼ解決できるはずだ。

　転勤が合理性を持つのは、本人が

それを望んだ場合しかあり得ないと

いう大久保の主張の根底には、誰も

が自分の仕事を選ぶ権利があるよう

に、どこで暮らし、どこで働くかを決

める権利がある、それは人生の選択

そのものだといえる、という信念が

ある。「歴史的にどれだけ企業側の転

勤させる権利が認められてきたとし

ても、これからは、本人が望むのでな

い限り、企業の一存で転勤させるこ

とが許されない方向に向かうべきだ

と考えます」（大久保）

 「転勤という人事施策を続けること

には、デメリットしかない」。リク

ルートワークス研究所所長の大久保

幸夫は、転勤を否定する。「人それぞ

れ転勤から得るもの、学ぶことが個

人的にあったとしても、人事施策と

して、転勤に合理性はまったくない

と考えています」

　たとえば、転勤の目的として「人材

育成」を挙げる企業は多い。新しい市

場や顧客を相手にしたり、これまで

とは異質のメンバーと一緒に仕事を

する経験が、個人の能力開発に役立

つことは確かだろう。しかし、こうし

た経験を得るのに、必ずしも転勤、つ

まり転居を伴う必要はない。同一エ

リア内の人事異動でも新しい挑戦

をすることは十分に可能だ。また、環

境を変えることで、マンネリ化を防

ぐという理由に対しても、同様のこ

とがいえよう。

 「不正防止」という理由も、妥当とは

言い難い。「休暇を取らせるなど代

替手段はほかにも考えられますし、

癒着や不正の問題は、組織の倫理や

体質をどのように方向付けするのか、

という異なる視点から検討すべきな

のだと思います」（大久保）

　それどころか、転勤はワークライフ

バランス上のマイナスが大きい。社宅

の提供や引越手当があったとしても、

住まいを移ることで発生する細々と

したコストは個人が負担する。

　最大の問題は、それまで培ってき

た人間関係を断ち切らざるを得ない

ことだ。学生時代からの友人、知人、

仕事で培ってきたネットワーク、慣

れ親しんだ地域のコミュニティから

いきなり分断されてしまうコストは

大きい。家族がいれば、周囲の家族に

もその影響は及ぶ。「転勤は、正社員

の夫と専業主婦の妻という“標準世

帯”を前提にしたもの。多様な人材を

組織に受け入れ、その人たちに最大

の力を発揮させるダイバーシティ＆

インクルージョンの時代にはもう必

要ありません」（大久保）

　しかし転勤を廃止するとなった

ら、地域ごとに異なる人材の需給を

いかに調整するのか。社員を転勤さ

せる権利を手放すと、適切なタイミ

ングで適切な人材を適切な場所に配

置できなくなるのでは、という懸念

を、多くの企業が抱いているはずだ。

　大久保の提言は、「地域限定社員を

雇用のスタンダードにする」。人材戦

略を根底から見直すというものだ。Okubo Yukio_リクルートワークス研究所所長大久保幸夫

インクルージョンの時代
に転勤は不適合

雇用とは本来
地域に根差したもの

自分の本拠地は
自分で決める

転勤は原則廃止に。地域限定社員を
標準とする仕組みへの移行を目指すべき
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 「そもそも、雇用とは“ローカル”なも 

の。基本的には、その地域における経

済活動に必要な人材は、その地域で

育てていく。そして、教育を受けた人

は、投資をしてもらった恩恵を、地域の

企業で働くことによって返していくと

いうのが、本来の姿です」（大久保）

　今のところ、日本企業では、全国転

勤可能な正社員が標準であり、地域

限定社員は補完的な人材群として

位置づけられている。この発想を逆

転するべきだ、というのが大久保の

主張だ。つまり、入社時点では全員が

地域限定社員となり、入社したエリ

ア内で働く。本人が希望する場合を

除き、会社都合で転勤を命じること

はない。

　ただし、一定のポスト以上の幹部

人材については、その会社の戦略実

現のための配置転換の権限を、会社

側が持てばよい。「ある人が、余人を

もって代え難い人材だというなら、

年齢を問わずエグゼクティブとして

抜擢し、ふさわしい報酬と職責を与

えて、世界中のどこにでも送り出せ

ばいい。本人が希望し、その能力が備

わっている人には、ビジネスリー

ダーとして、どんどん仕事を任せる

べきです」（大久保）

　こうすることによって、新しい人

材観や働き方の価値観も生まれる。

従来のように、全国転勤型を主流と

したままで地域限定社員制度をつく

ると、地域限定社員は、最初から全国

転勤型社員に劣後する人材である、

というレッテルを貼られてしまう。

だが、転勤できるか否かとその個人

の能力には相関があるわけではな

い。むしろ、現在は、こうしたレッテ

ル貼りがあるからこそ、なかなか優

秀な人材が地域限定社員になりたが

らない、と考えるべきである。

 「地域限定社員をスタンダードとす

るには、採用から切り替えていく必

要があります。支社や事業所など地

域ごとの採用を基本とするのです」

と、大久保は提案する。それぞれの地

域で、優秀な働き手を確保するため

には、地域で人が育つ環境が整備さ

れていることが前提だ。だからこそ、

支社長や事業所長には、組織のトッ

プの責任として、地域の教育にコ

ミットすることが求められる。地元

の大学と連携して講座を開いたり、イ

ンターンシップなど若者が就業体験

を積める機会を提供する。

　ローカルでの新規採用を進めると

同時に、既存社員の立場も地域限定

社員に切り替える。移行期間を設け、

３年くらいの間に一人ひとりが自分

の仕事と生活の本拠地を自分で決め

るよう促し、希望地で働けるような

配置を考案する必要があるだろう。

　これらを実現するための組織体制

として、本社機能の分割や移転も考え

られる。重要な機能を本社だけに集約

するのではなく、製造の本部機能や、

研究開発の本部機能を、各都市に分

散させるのだ。今やITを駆使すれば、

本社機能を分散させるうえで、地理

的な制約はほぼ解決できるはずだ。

　転勤が合理性を持つのは、本人が

それを望んだ場合しかあり得ないと

いう大久保の主張の根底には、誰も

が自分の仕事を選ぶ権利があるよう

に、どこで暮らし、どこで働くかを決

める権利がある、それは人生の選択

そのものだといえる、という信念が

ある。「歴史的にどれだけ企業側の転

勤させる権利が認められてきたとし

ても、これからは、本人が望むのでな

い限り、企業の一存で転勤させるこ

とが許されない方向に向かうべきだ

と考えます」（大久保）

 「転勤という人事施策を続けること

には、デメリットしかない」。リク

ルートワークス研究所所長の大久保

幸夫は、転勤を否定する。「人それぞ

れ転勤から得るもの、学ぶことが個

人的にあったとしても、人事施策と

して、転勤に合理性はまったくない

と考えています」

　たとえば、転勤の目的として「人材

育成」を挙げる企業は多い。新しい市

場や顧客を相手にしたり、これまで

とは異質のメンバーと一緒に仕事を

する経験が、個人の能力開発に役立

つことは確かだろう。しかし、こうし

た経験を得るのに、必ずしも転勤、つ

まり転居を伴う必要はない。同一エ

リア内の人事異動でも新しい挑戦

をすることは十分に可能だ。また、環

境を変えることで、マンネリ化を防

ぐという理由に対しても、同様のこ

とがいえよう。

 「不正防止」という理由も、妥当とは

言い難い。「休暇を取らせるなど代

替手段はほかにも考えられますし、

癒着や不正の問題は、組織の倫理や

体質をどのように方向付けするのか、

という異なる視点から検討すべきな

のだと思います」（大久保）

　それどころか、転勤はワークライフ

バランス上のマイナスが大きい。社宅

の提供や引越手当があったとしても、

住まいを移ることで発生する細々と

したコストは個人が負担する。

　最大の問題は、それまで培ってき

た人間関係を断ち切らざるを得ない

ことだ。学生時代からの友人、知人、

仕事で培ってきたネットワーク、慣

れ親しんだ地域のコミュニティから

いきなり分断されてしまうコストは

大きい。家族がいれば、周囲の家族に

もその影響は及ぶ。「転勤は、正社員

の夫と専業主婦の妻という“標準世

帯”を前提にしたもの。多様な人材を

組織に受け入れ、その人たちに最大

の力を発揮させるダイバーシティ＆

インクルージョンの時代にはもう必

要ありません」（大久保）

　しかし転勤を廃止するとなった

ら、地域ごとに異なる人材の需給を

いかに調整するのか。社員を転勤さ

せる権利を手放すと、適切なタイミ

ングで適切な人材を適切な場所に配

置できなくなるのでは、という懸念

を、多くの企業が抱いているはずだ。

　大久保の提言は、「地域限定社員を

雇用のスタンダードにする」。人材戦

略を根底から見直すというものだ。Okubo Yukio_リクルートワークス研究所所長大久保幸夫

インクルージョンの時代
に転勤は不適合

雇用とは本来
地域に根差したもの

自分の本拠地は
自分で決める

転勤は原則廃止に。地域限定社員を
標準とする仕組みへの移行を目指すべき
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な効果は得られます。家族にも影響のある転勤は少なくした

いと、私たちは考え始めました」（志水氏）　 

　転勤は拠出する費用の割に効果が低いことを説明したうえ

で、会社の価値観を反映した人材育成の方法について経営陣

と議論を重ねたという。「そして、転勤積極策を見直すことに

なりました。転勤の費用が半減したことで、費用効果の高い施

策に再投資することができるようになったのです」（志水氏）。

　以来、転勤は最小にとどめる、というのがギャップの基

本方針だ。

　もう１つ日本企業と違うのは、「本人の同意があってこそ

の転勤」という点だ。

　ジョンソン・エンド・ジョンソンでも日本企業と同様、社員

に成長機会を与えるために転勤を打診することがある。「現

在の職場で能力を発揮できず、いわゆる『塩漬け』になってし

まうことを避けるために、新たな環境でやり直すきっかけを

得て、息を吹き返してもらうという意味で、転勤はいい機会

でもあるのです」（増井邦匡氏）

　しかし、本人が納得しての転勤でなければ、新天地で頑張

る意欲が持てないと、HRサービスの増井悠子氏は指摘する。

「『転勤のための転勤』には意味がない。事業戦略上の必要性

と本人の意欲がそろって、初めて成果は出ます。だからこそ、

上司からその転勤の意義や期待値を本人に伝え、動機づける

ことで本人が同意するプロセスは必須ですし、３年に１度は

ローテーション、などのルールで縛ることもしないのです」

（増井悠子氏）

　ギャップジャパンでも、社員の意思に反して転勤を強いる

ことはない。チャレンジしたいという本人の意欲と能力がそ

ろってはじめて成功することが過去の経験からわかった。そ

の学びを生かし、転勤を決定する際には社員の意欲を重視し

ている。短期・長期のキャリア目標、転勤が可能かどうか、と

いった情報が人事データベースに登録されている。「毎年

100程度のポストが空席になります。職責、必要な能力・スキ

ル、本人の希望など幅広い情報をもとに配属プランを作成

し、その後候補者と面談を行う。転勤が必要な場合は本人の

意思を確認する、という仕組みです」（志水氏）

　データベース上では「転勤可」とあっても、打診してみたら

本人の意思や事情が変わって転勤を拒否される場合もある。

それでも、無理矢理転勤させることは決してない。

　ジョンソン・エンド・ジョンソンの場合、本人の意向に重き

を置くため、転勤するか否かを判断するのは「現場」であり、

主体者は本人とその上司だ。「どのように育ち、キャリアを構

築していくかについて、責任を持つのは第一に社員本人、第

二に上司、というのが当社の考え方です。どんなキャリアを

目指すのか、どんな経験をすれば成長につながるのか、最も

理解しているのは本人とその上司。人事は、現場での意思決

定を支援するというスタンスです」（増井邦匡氏）

　16ページで見た通り、日本企業の多くは転勤を命じると

き、その期間を明示しない。ギャップジャパンの場合、転勤

させる人には、必ず期間とミッションを明示する。特に最大

のミッションは後継者の育成。「『戻るまでの期間で、あなた

の後継者になる人材を発掘し育ててほしい』と転勤者に伝

えるようにしています。そうすることで転勤する本人はも

ちろん、転勤先の店舗の人材開発も進み、結果として、転勤

を最小化するという効果もあります」（志水氏）

欧米の企業は日本企業に比べ、転勤が少ないといわれる。では、日本で事業展開している外資系企業はどうなの
か。ギャップジャパンとジョンソン・エンド・ジョンソンに、転勤に関する考え方や仕組みについて聞いた。

外資系の転勤の施策は日本企業とどう違うのか

ジョンソン・エンド・ジョンソン
日本法人グループ
HR Serviceチーム
シニアマネージャー

増井邦匡氏
くに まさ

ジョンソン・エンド・ジョンソン
日本法人グループ
HR Serviceチーム

増井悠子氏

ギャップジャパン
Gap 人事部シニア・ディレクター

志水静香氏

　ギャップジャパンで人事部シニア・ディレクターを務める

志水静香氏によれば、米国では現地で採用し育成する方法が

主流であり、いわゆる日本でいう「転勤のための転勤」はない

そうである。一方、ギャップジャパンには転勤がある。「当社

の店長は、アルバイトを含むスタッフ全員を採用・育成し、処

遇も決定。店舗の運営方針を決め、売上予算の達成など、大き

な責任を負っています。こうした複雑な業務をこなせる人材

は外部労働市場では多くない。したがって地方での出店の際

には店長として経験と実力のある店長に転勤してもらうこ

とがあります」（志水氏）

　ジョンソン・エンド・ジョンソンにも転勤はある。同社で

HRサービスのリーダーを務める増井邦匡氏によると、「たと

えば、製薬部門のヤンセンファーマにおいては、入社10年目

のMRで転勤経験のない人は1割にも満たない」そうだ。ここ

には、13ページに登場したアステラス製薬と同様のMRの

キャリア特性に関する持論がある。

 「MRのキャリアパスにおいて、大都市圏にある大病院での

経験はとても重要です。ですから、地方である程度の実力を

つけた社員に対し、東京か大阪への転勤を打診するケースは

多いですね。ただ、全員を大都市に集中させたらビジネスは

回りません。組織全体の最適化を図る観点から、地方の拠点

に転勤してもらうこともあり得ます」（増井邦匡氏）

　転勤という人事施策があるという意味では、外資系企業

も日本企業と同じだ。しかし、決定的に異なる点が２つあ

る。１つは、「なるべく多くの人に転勤を経験させたい」とい

う感覚がないことだ。ビジネス上のニーズだとしても、本人

の成長のためだとしても、転勤は「全員が経験すべきもの」で

は決してない。

　ギャップジャパンではかつて、社員を育成目的で積極的に

転勤させる方針を取ったことがあった。しかしながら、人材

育成の手法としてはたして効果があるのか、現場から疑問の

声が上がりはじめた。「『転勤』ではなく『異動』でも同じよう
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な効果は得られます。家族にも影響のある転勤は少なくした

いと、私たちは考え始めました」（志水氏）　 

　転勤は拠出する費用の割に効果が低いことを説明したうえ

で、会社の価値観を反映した人材育成の方法について経営陣

と議論を重ねたという。「そして、転勤積極策を見直すことに

なりました。転勤の費用が半減したことで、費用効果の高い施

策に再投資することができるようになったのです」（志水氏）。

　以来、転勤は最小にとどめる、というのがギャップの基

本方針だ。

　もう１つ日本企業と違うのは、「本人の同意があってこそ

の転勤」という点だ。

　ジョンソン・エンド・ジョンソンでも日本企業と同様、社員

に成長機会を与えるために転勤を打診することがある。「現

在の職場で能力を発揮できず、いわゆる『塩漬け』になってし

まうことを避けるために、新たな環境でやり直すきっかけを

得て、息を吹き返してもらうという意味で、転勤はいい機会

でもあるのです」（増井邦匡氏）

　しかし、本人が納得しての転勤でなければ、新天地で頑張

る意欲が持てないと、HRサービスの増井悠子氏は指摘する。

「『転勤のための転勤』には意味がない。事業戦略上の必要性

と本人の意欲がそろって、初めて成果は出ます。だからこそ、

上司からその転勤の意義や期待値を本人に伝え、動機づける

ことで本人が同意するプロセスは必須ですし、３年に１度は

ローテーション、などのルールで縛ることもしないのです」
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　総合職Bは、今も毎年の採用に

よって増加している。2006年以降に

入社した総合職Bには、多くはない

が男性社員も存在する。同じ総合職

であっても「転勤しない働き方」を

選びたい若い人たちの間での認知

も広がりつつある。「学歴を見なが

ら採用しているわけではありませ

んが、結果として上位校から総合職

Bで入社する人が増えているのも事

実です」（星野氏）

　そして何より強調すべき成果は、

証券外務員資格を持ち、実際に顧客

を担当する総合職Bが、当初の1300

人から2014年には2200人にまで増

加したという事実だ。「利益創造、価

値創造に貢献する社員の数が増えて

いるということですから、新制度に

よって当社の生産性は明らかに向上

しました」と星野氏は評価する。

　地域限定社員という仕組みを導入

する企業は今や少なくないが、肝に

なるのは、「転居を伴う異動はない、

という以外の差を設けない」とする

覚悟だ。野村證券の場合は、そもそも

の風土としてあった「実力主義」「発

揮能力主義」の考え方が、この覚悟を

早い段階から後押ししたのである。

　課題があるとすれば、地方の総合

職Bのキャリア形成だ。転勤によって

幅広い経験を得る、という手法が禁

じ手だからだ。「本人の希望を前提

に、本社に期間限定のトレーニーと

して派遣して、キャリア形成をは

かっていくような仕組みも試みてい

ます」（星野氏）

　一方で、総合職Aの１つの配属先

での勤続期間も、長期化する傾向に

あるという。以前はだいたい３年で

異動させていたが、今は若手を除け

ば５年程度、同じ場所にいることが

珍しくない。頻繁に異動させるより

も、コンサルティング営業として、中

長期的な視点で顧客の資産形成を手

伝うことを目的としている。

　新制度導入から10年。「転勤なしで

社員を成長させ、戦力化する」ヒント

が少しずつ見えつつある。

　14ページで紹介した通り、野村證

券では2005年に一般職を廃し、総合

職を全国転勤型の総合職Aと地域限

定型の総合職Bに再編した。旧一般

職の女性社員は自動的に総合職Bと

いう新区分に移った。「このときに、

『一般職は判断業務を伴わない定型

業務に就く』という従来のルールも

一緒になくなりました。総合職Aと

Bの差は転居を伴う異動があるかな

いかだけ。職務内容や任せる仕事の

範囲、営業目標の割り振り方や評価

の基準など、すべてを同じにしたの

です」と人事企画部長の星野浩隆氏

は振り返る。

　実際には制度変更前からも、一般

職でありながら支店で顧客を担当す

る業務に就いている社員が少なくな

かった。ただし、新規開拓や顧客を訪

問することはせずに来店客に対する

営業や電話による営業を中心として

いた。また、営業目標も、個人で負う

というよりはチームとしての目標を

掲げることも多く、また、個々の社員

の実績差の賞与への反映もわずかな

ものであった。

　新制度導入の根底にあったのは、

「発揮能力主義の徹底」の思想だ。そ

れまでは所属する課やフロアも違っ

ていた総合職と一般職だが、制度変

更後は混成チームになることも多

く、営業の経験の少ない旧一般職の

社員たちにはさまざまな研修やOJT

を通じて、能力の向上のためのサ

ポートが提供された。

 「営業を担う人も含め地域限定社員

全員が明確に、業績目標を持ち、その

達成度が評価にダイレクトに反映さ

れるようになりました。評定に基づ

く月例給与・賞与といった報酬のほ

か、昇格の要件も総合職AとBに違い

はありません」（星野氏）

　キリンビール、メルシャン、キリン

ビバレッジの３社の国内飲料事業会

社を統括するキリン。営業を中心に、

工場や本社部門の社員も基本的に

「全国転勤あり」の会社だ。

キリンとキリンビールの２社で異動

の可能性がある社員は約3500名。

20％に相当する700～800名が１年

間に異動し、そのうちの半数弱が転

居を伴う異動だ。

 「さまざまな修羅場をくぐることで

人は成長すると考えています。転勤

によって、自分が知っているのとは

異なる文化、異なる役割のなかで、自

身の環境適応能力を高め、視野の広

いリーダーになってもらいたいので

す」と人事総務部人事担当主幹の濱 

利仁氏は語る。

　そのキリンに、2013年「転勤回避

措置」という制度が導入された。

 「これは、社員１人につき１回に限

り、５年を上限に、現在の配属先から

転居を伴う異動をしないよう申請

ができるというものです。育児、介

護、本人の傷病などの理由とともに

申請し、会社が受理すれば開始とな

ります」（濱氏）。

　これまで「当たり前」だった転勤、

もっと言えば企業が自由に人材配置

する権利だが、いつまでもそれが「当

たり前」の光景とは限らない。ここま

での指摘や考察を受けるまでもな

く、転勤のあり方を見直そうと既に

一歩を踏み出した企業がある。すべ

ての行員に「本拠地」を決めさせ、そ

こをベースに配置を組み立てるりそ

な銀行しかり、東京本社の部署に籍

を置いたまま、地方工場の一画を借

りて完全遠隔地勤務ができるように

したディスコしかり。ここでは、野村

證券とキリンのケースから、転勤に

向き合う企業の未来の姿を探ろう。

転勤を見つめ直す、意味と効果

企業が動く

地域限定型社員が
会社の生産性を向上させる

新制度導入の根底に
「発揮能力主義の徹底」

キリン
自己判断で転勤回避できる措置で、キャリア自律を促す

野村證券
地方限定型導入で「転勤しない主力社員」を生み出す

人事企画部部長

星野浩隆氏
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　転勤回避措置は、キリンの女性活

躍推進を牽引する社員の活動、「キリ

ンウィメンズネットワーク」による

提言から生まれた。「営業職の女性の

多くが、結婚や出産後の転勤にハー

ドルの高さを感じて、結果的に退職

してしまう。これを食い止めたいと

いうのが、そもそもの趣旨です」と説

明するのは、人事総務部多様性推進

室室長の尾白克子氏だ。

　2016年１月現在、10名が利用申請

しており、そのうちの８名は出産・

育児が理由。男性の利用者もいると

いう。「利用したいと思っている人

の数はもっと多いようです。ただ

し、この制度は在籍中に１度しか使

えませんし、申請期間が１年だろう

と３年だろうと、その１回限り。残

りを別の機会に使えるというもの

でもありませんから、どの人も『い

つのタイミングで使うのか』を、注

意深く検討しているのでしょう」と

尾白氏は分析する。「分割利用がで

きるようにするなど、使いやすさに

ついて、今後検討していく必要があ

ります」（尾白氏）

　また、この措置を活用できるのは

総合職で、経営職（管理職）は、今のと

ころ使えない。「上位職ほど、会社の

戦略と主要ポジションの充足という

理由で異動してもらう必要が高まる

からです。しかし、介護などで経営職

にも“転勤できない事情”が発生する

ことはあり得ます。ここにも改善の

余地があります」（濱氏）

 「当社の社員は、さまざまな挑戦を

通じて自らのキャリアを自らつく

る自律した個であれ、と常々言われ

ています。“さまざまな挑戦”の１つ

に転勤があるのは事実ですが、グ

ループを跨いで活躍する意志を

持っているキリン社員は、自己成長

の機会でもある転勤を後ろ向きに

は捉えてはいません」（濱氏）。

　一方で、転勤ありを覚悟して入社

したからといって、実際に働き始

め、家族を持ってみると「できない」

現実に直面することもある。女性の

営業担当者は少しずつ増えている

が、育児中の女性はまだごくわずか

しかいないのも厳然とした事実だ。

自律した個であれ、ということと会

社の命じるままに転勤する実態の間

には、葛藤も残る。「ただし、転勤回

避措置の導入で、多くの女性は、５年

の猶予期間を与えられたと感じてい

ると思います。この間に是非、自分の

キャリアをどう組み立て、家族と環

境をどう整えていくか、考えてほし

いですね」（尾白氏）

　配偶者の転勤などで退職せざ

るを得ない社員を転居先の近隣

の職場に異動させる、といった配

慮をする企業がある。営業地域が

限られる地方銀行では、これが現

実的に難しい。そこで「地銀人材

バンク」では、一地方銀行の枠を

超えて同様の仕組みを実現した。

　A県のA銀行の行員が配偶者

の転勤でB県に転居し、A銀行を

退職することになった。本人が

希望すれば、A銀行の人事担当者がB県にあるB銀行の

人事担当者に照会し、採用の意向があれば所定の書式をＢ

銀行に送付する。そこから個別に選考をスタートさせる

という流れだ（図参照）。

　この仕組みをつくったのは、全国地方銀行協会会員64

行の頭取による「輝く女性の活躍を加速する地銀頭取の

会」。事務局を務める千葉銀行の今井敦司氏はこう語る。

「過去にも個別の地銀間では実績がありましたが、これを

全国に広げられないかというのが発想の原点でした」。そ

こで窓口となる全行の人事担当者名簿を各行が共有。転

職希望者が作成する書式のフォーマットを統一化したり、

退職により失効してしまう金融商品の販売資格なども一

部継続できるようにするなど、運用ルールを整備した。

　2015年4月の運用開始から12月末までに、紹介は49件にの

ぼった。転居先でも同じ仕事が続けられるうえ、戻ってきた

ときには元の銀行で再雇用される道も開けるなど、利用者か

らの評判はいい。同じく事務局の千葉銀行・斎藤千草氏は、

「銀行側のメリットも大きい」と説明する。「どの銀行にとっ

ても銀行員としての知識や経験を有した即戦力を採用でき

るのは心強い。キャリア継続の仕組みが整っていることで、

行員のモチベーションが上がり安心して働けるうえに、新卒

採用においても特に女子学生からの関心が高まっています」

　自社には転勤の可能性がほとんどないという地域密着

型企業であっても、結婚や配偶者の転勤などによる従業員

の離職のリスクは常につきまとう。地銀のように同業でも

営業地域のすみ分けがなされ、たとえ会社が異なっても必

要とされる業務スキルがほぼ共通している企業同士であ

れば、企業の枠を超えた連携は、十分に実現の可能性があ

るのではないか。

地方銀行64行が連携し、行員のキャリア継続を支援する全国ネットワークを構築。
配偶者の転勤などによる離職という課題に対して、業界を挙げて受け皿を整備するという動きを紹介する。

地方銀行64行による「地銀人材バンク」の挑戦

人事総務部多様性推進室室長
人事担当主査

尾白克子氏
人事総務部人事担当主幹

濱 利仁氏
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１．求職情報をB銀行へ

２．採用選考の意思あり

４．当事者銀行が相対でやり取り

５．採否にかかわらず
　 結果を事務局に報告

３．B県での求職情報と
　 B銀行の採用選考の意思を連絡

地銀人材バンク

出典：地銀人材バンク資料より作成
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の人材育成、そのなかでの組織活性

化施策や癒着防止施策を、我々はきっ

と考え始めるに違いない。

　このとき、リクルートワークス研究

所の大久保が指摘した、「雇用とは本来

ローカルなものである」という意識が、

とても大切になるだろう。雇用、ひいて

は企業体がローカルではなく中央集権

的になっているからこそ、企業も人も

「東京」に集まってしまうのだし、東京

から地方拠点に人を分配するというモ

デルになってしまうのだし、地方限定

社員制度では優秀な人材が採用できな

い（もっといえば、地方には優秀な人が

いない）ように感じられてしまうのだ。

　基本前提を、「雇用は各地域で。会社

は人をフリーハンドでは動かせない」

と定めてしまえないものだろうか。

　もちろん、それでも必要な転勤は残

るだろう。ある人にある場所でしかで

きない経験を積ませたいと考えること

もあれば、新規事業のために精鋭を１

カ所に結集させたいと思うこともある

かもしれない。だが、その数は今よりも

ずっと少なくてよいはずだ。そのときに

は、「辞令」で人を動かすのではなく

「オファー（打診）とアクセプト（受諾）」

というプロセスが必須になるだろう。

　そして、転勤がこのように非常に限

られたケースになるのであれば、会社

都合での転勤に応じてくれる人材に

対して、より手厚いサポートを実現す

ることができる。逆にいうと、今は、

転勤する人が多すぎるので、一人ひ

とりの人材にそこまでのコストをか

けられないのだ。

　個人とその家族が、これまで培って

きた生活と友人や地域のネットワー

クという社会資本を一度断ち切らざ

るを得ないというコストから目をそ

むけ、個人が家族と離れて暮らすこと

のコストやリスクもできる限り低く見

積もってしまおうとするのは、転勤す

る人が多すぎるからだ。

　そして転勤を正当化するために、

「誰もが経験することだから」という

公平の論理が発生し、また「転勤も意

外によい経験だ」という擁護論にもつ

ながる。振り返れば楽しい転勤だっ

た、ということはもちろんあり得るだろ

う。だが、それはあくまでも結果で

あって、つらい転勤だって起こり得る。

　個人のキャリア自律を唱えながら

「辞令１本で全国どこへでも」を維持

したいというのは、やはり矛盾なの

だ。この矛盾に、正面から向き合うべ

き時が、今なのではないだろうか。

　今回の特集制作に取りかかるずい

ぶん前から、お目にかかる方々に「今

度、転勤をテーマに取り上げようと

思っているのです」とお伝えして回っ

ていた。相手が男性であれ女性であ

れ、人事担当者であれほかの職種の

方であれ、その反応は、思った以上に

「面白いですね。でも、うちの会社は、

転勤は仕方ないのです」と、転勤肯

定的なものばかり。

　それに続くのは決まって、「うちは

メーカーですから。管理職になる前に

生産現場を見てもらわないとね」「全

国に支店がありますからね」「東京の

お客さんと地方のお客さんでは、売り

方が違うので」などなど、それぞれの

「転勤が仕方ない」理由だ。

　特集をつくり終えた今、改めて次に

お返しする言葉を選ぶとしたら、（失

礼は承知のうえで）「それは、理由に

なっていませんよね？」と問いかけたい。

　かつてであれば、確かに転勤は

「アリ」だった。どんどん増えていく

顧客接点を担うのには、中央で採用

し育成した人を送り出すのが効率的

だった。人材育成するにはローテー

ションが効果的だし、ローテーショ

ンが広い範囲で行えるならそれに越

したことはない。職場の再活性化も、

人を入れ替えるのが最も手っ取り早

い。だから、「転勤」はさまざまな場面

で、「効いた」のである。

　だが、時代は変わった。弁護士の山中

氏がいうように、既に国内には未開拓

市場などほとんど残っていないし、生

産拠点を増やす話もついぞ聞かない

（海外はもちろんこれとは異なるが、海

外転勤にはほかの多様な事情が絡むの

で、今号はあえて国内の転勤のみを取

り上げた）。以前に比べてマーケットの

動態は沈静化しているのだ。必要な

人材の数は、地域ブロックを少し広め

に取れば足りている可能性が高い。

　人材育成もしかり、である。転勤に

は育成効果がある。それは間違いな

い。だが、「転勤」させずとも「異動」で

「別の職務」「別の顧客」「別の価値観」

に触れることは不可能ではないはず

だ。「転勤でも人は育つが、転勤でなく

ても人は育つ」。このことを我々は肝

に銘じるべきである。

　そもそも、「別の土地での幅広い経

験」をさせたいのは、その人が将来、本

社なり、別の土地の支店長になるな

り、「ここではないどこか」に行くと

思っているからだ。つまり、「転勤が前

提になっているから転勤させたい」と

言っているにすぎない。

　中央大学の佐藤氏がいうとおり、

我々は頭のなかから前提を取り払う

必要がある。もしも今後、「転勤はナ

シ」が前提になったとしたら、そのな

かでの人材需給の調整、そのなかで

「転勤はアリ」という
基本前提を崩せるか

本誌編集長／石原直子

まとめ

転勤が前提になっているから
転勤が存続する

雇用はローカルなもの、
とアタマを切り替えてみれば
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の人材育成、そのなかでの組織活性
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的になっているからこそ、企業も人も
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から地方拠点に人を分配するというモ

デルになってしまうのだし、地方限定

社員制度では優秀な人材が採用できな

い（もっといえば、地方には優秀な人が

いない）ように感じられてしまうのだ。

　基本前提を、「雇用は各地域で。会社

は人をフリーハンドでは動かせない」

と定めてしまえないものだろうか。

　もちろん、それでも必要な転勤は残

るだろう。ある人にある場所でしかで

きない経験を積ませたいと考えること

もあれば、新規事業のために精鋭を１

カ所に結集させたいと思うこともある

かもしれない。だが、その数は今よりも

ずっと少なくてよいはずだ。そのときに

は、「辞令」で人を動かすのではなく

「オファー（打診）とアクセプト（受諾）」

というプロセスが必須になるだろう。

　そして、転勤がこのように非常に限

られたケースになるのであれば、会社

都合での転勤に応じてくれる人材に

対して、より手厚いサポートを実現す

ることができる。逆にいうと、今は、

転勤する人が多すぎるので、一人ひ

とりの人材にそこまでのコストをか

けられないのだ。

　個人とその家族が、これまで培って

きた生活と友人や地域のネットワー

クという社会資本を一度断ち切らざ

るを得ないというコストから目をそ

むけ、個人が家族と離れて暮らすこと

のコストやリスクもできる限り低く見

積もってしまおうとするのは、転勤す

る人が多すぎるからだ。

　そして転勤を正当化するために、

「誰もが経験することだから」という

公平の論理が発生し、また「転勤も意

外によい経験だ」という擁護論にもつ

ながる。振り返れば楽しい転勤だっ

た、ということはもちろんあり得るだろ

う。だが、それはあくまでも結果で

あって、つらい転勤だって起こり得る。

　個人のキャリア自律を唱えながら

「辞令１本で全国どこへでも」を維持

したいというのは、やはり矛盾なの

だ。この矛盾に、正面から向き合うべ

き時が、今なのではないだろうか。

　今回の特集制作に取りかかるずい

ぶん前から、お目にかかる方々に「今

度、転勤をテーマに取り上げようと

思っているのです」とお伝えして回っ

ていた。相手が男性であれ女性であ

れ、人事担当者であれほかの職種の

方であれ、その反応は、思った以上に

「面白いですね。でも、うちの会社は、

転勤は仕方ないのです」と、転勤肯

定的なものばかり。

　それに続くのは決まって、「うちは

メーカーですから。管理職になる前に

生産現場を見てもらわないとね」「全

国に支店がありますからね」「東京の

お客さんと地方のお客さんでは、売り

方が違うので」などなど、それぞれの

「転勤が仕方ない」理由だ。

　特集をつくり終えた今、改めて次に

お返しする言葉を選ぶとしたら、（失

礼は承知のうえで）「それは、理由に

なっていませんよね？」と問いかけたい。

　かつてであれば、確かに転勤は

「アリ」だった。どんどん増えていく

顧客接点を担うのには、中央で採用

し育成した人を送り出すのが効率的

だった。人材育成するにはローテー

ションが効果的だし、ローテーショ

ンが広い範囲で行えるならそれに越

したことはない。職場の再活性化も、

人を入れ替えるのが最も手っ取り早

い。だから、「転勤」はさまざまな場面

で、「効いた」のである。

　だが、時代は変わった。弁護士の山中

氏がいうように、既に国内には未開拓

市場などほとんど残っていないし、生

産拠点を増やす話もついぞ聞かない

（海外はもちろんこれとは異なるが、海

外転勤にはほかの多様な事情が絡むの

で、今号はあえて国内の転勤のみを取

り上げた）。以前に比べてマーケットの

動態は沈静化しているのだ。必要な

人材の数は、地域ブロックを少し広め

に取れば足りている可能性が高い。

　人材育成もしかり、である。転勤に

は育成効果がある。それは間違いな

い。だが、「転勤」させずとも「異動」で

「別の職務」「別の顧客」「別の価値観」

に触れることは不可能ではないはず

だ。「転勤でも人は育つが、転勤でなく

ても人は育つ」。このことを我々は肝

に銘じるべきである。

　そもそも、「別の土地での幅広い経

験」をさせたいのは、その人が将来、本

社なり、別の土地の支店長になるな

り、「ここではないどこか」に行くと

思っているからだ。つまり、「転勤が前

提になっているから転勤させたい」と

言っているにすぎない。

　中央大学の佐藤氏がいうとおり、

我々は頭のなかから前提を取り払う

必要がある。もしも今後、「転勤はナ

シ」が前提になったとしたら、そのな

かでの人材需給の調整、そのなかで

「転勤はアリ」という
基本前提を崩せるか
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雇用はローカルなもの、
とアタマを切り替えてみれば
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